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                                                産業労働部長  

 

令和３年最低賃金改定の履行確保について（依頼） 

 

最低賃金制度に基づく長野県の最低賃金が下記のとおり改定されたことに伴い、長野労働局長から別

添のとおり周知依頼がありました。 

つきましては、周知用チラシを送付しますので、最低賃金について適切な履行が確保されるよう御配

意願います。 

なお、最低賃金が年度途中に改訂されましたので、貴課（所）事業において、業務委託先等で最低賃

金法違反が発生することのないよう、重ねて御配意願います。 

 

記 

 

１ 改定後の最低賃金時間額  877円（改定前 849円から 28円引き上げ） 

２ 発効年月日        令和３年 10月１日 

 
労働雇用課調査情報係 
（課長）小林 弘一（担当）福嶋 友幸 
電 話 026‐235‐7119（内線 2476） 
ＦＡＸ  026‐235‐7327 
E-mail rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 
 

令和３年（2021年）10月 25日 
 産業労働部 労働雇用課 調査情報係 
 小林 弘一（課長） 福嶋 友幸（担当） 
 電 話：026-235-7119（直通） 
     026-232-0111（代表）内線 2476 
 ＦＡＸ：026-235-7327 
 E-mail：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 
 

その他資料３ 
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